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１． 調査の目的

２． 調査の対象及び客体
　社会保険による診療を行っている全国の病院、一般診療所、歯科診療所及び保険調剤を行っている全国の保険薬局の
うち１ヶ月の調剤報酬明細書の取扱件数が３００件以上の薬局を対象とし、これらの医療機関等を、地域別等に層化し、
次の抽出率で無作為に抽出した施設を調査客体とした。
　なお、特定機能病院、歯科大学病院及びこども病院については、別途、全ての施設を調査客体とした。

１ ／ ３

１ ／ ２０

１ ／ ５０

１ ／ ２５

３． 調査施設数、調査票回答施設数等の状況

調査対象 調査票回答 回答率 有効回答

施設数 施設数 （②／①） 施設数 介護収益の 介護収益の

① ② ③ （前回調査） 割合２％未満 割合２％以上

（注）１．特定機能病院、歯科大学病院及びこども病院については、別掲である。（以下同様）
　　　２．一般診療所及び歯科診療所については、青色申告(省略形式)の集計対象となった施設も含まれている。(以下同様)

一 般 診 療 所

調 査 の 概 要

　この調査は、病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局における医業経営等の実態を明らかにし、社会保険診療報酬
に関する基礎資料を整備することを目的として、中央社会保険医療協議会が実施したものである。

抽　出　率

病 院

３７３病 院 ２,５８１ １,５９１ ６１.６ ％ １,４５０

１,０６３

５６.２ ％ (52.9%) １,０７７

１,６７４

歯 科 診 療 所

保 険 薬 局

有効回答率 有効回答施設の内訳

（③／①）

一 般 診 療 所 ３,２２０ ２,０３６ ６３.２ ％

歯 科 診 療 所 １,１４３ ７７９ ６８.２ ％ ６５４ ５７.２ ％

１,７４４ ７０

(93.0%) ８１ ０９５.３ ％

２７(51.7%)５９.４ ％

５４.２ ％

(51.8%) ６４６

(52.6%)

８

特 定 機 能 病 院 ８５ ８４ ９８.８ ％ ８１

保 険 薬 局 １,８３５ １,３７４ ７４.９ ％ １,０９０

９０.０ ％ (63.2%) １８ ０

こ ど も 病 院 ２６ ２４ ９２.３ ％ ２４ ９２.３ ％

歯 科 大 学 病 院 ２０ １９ ９５.０ ％ １８

２４ ０(76.0%)
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４． 調査の内容
　病院、一般診療所、歯科診療所及び保険薬局について、施設の概要、損益の状況、資産・負債、従事者の人員・給与の
状況などの調査を行った。損益に関する項目は以下のとおり。

（１） 病　院
Ⅰ　医業収益

　　　１．入院診療収益  入院患者の医療に係る収益(医療保険、公費負担医療、公害医療、労災保険、自賠責、自費診療収益等)

　　　２．特別の療養環境収益  入院患者の医療に係る収益のうち特別室の特別料金徴収額

　　　３．外来診療収益  外来患者の医療に係る収益(医療保険、公費負担医療、公害医療、労災保険、自賠責、自費診療収益等)

　　　４．その他の医業収益  保健予防活動収益、医療相談収益、受託検査・施設利用収益、文書料等の収益

Ⅱ　介護収益

　　　１．施設サービス収益  施設サービスに係る収益

　　　２．居宅サービス収益  居宅サービスに係る収益（短期入所療養介護を含む）

　　　３．その他の介護収益  前記の科目に属さない介護収益

Ⅲ　医業・介護費用

　　　１．給与費  職員の給料、賞与、退職金（退職給付引当金制度がある場合は退職給付引当金繰入額、退職給付引当金制度が

 ない場合は退職金支払額）、法定福利費

 （注） 個人立の病院においては、開設者の報酬に相当する部分は含まれていない。

　　　２．医薬品費  費消した医薬品の購入額

　　　３．給食用材料費  費消した患者給食のための食品の購入額

　　　４．診療材料費･医療消耗器具備品費  ・レントゲンフィルム、ギブス粉、ガーゼ等

　　　　　  ・注射針・筒、体温計、聴診器等の費消額

　　　５．委託費  検査、患者用給食、医療用廃棄物、医療事務等の委託費

　　　６．減価償却費  建物、建物附属設備、医療機器、車両船舶等の減価償却費

　　　７．設備関係費  土地賃借料、建物賃借料、修繕費、固定資産税、器機保守料等

　　　８．経費  福利厚生費、消耗品費、光熱水費、保険料、諸会費、事業税等

　　　９．その他の医業費用  研究研修費等

Ⅳ　損益差額 （Ⅰ＋Ⅱ－Ⅲ）

Ⅴ　その他の医業・介護関連収益  ・受取利息・配当金、有価証券売却益等

 ・固定資産売却益等の特別利益

 ・補助金・負担金

Ⅵ　その他の医業・介護関連費用  ・支払利息、有価証券売却損、貸倒損失等

 ・固定資産売却損等の特別損失

Ⅶ　総損益差額 （Ⅳ＋Ⅴ－Ⅵ）

 （注） 個人立の病院の総損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物

 　　の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。

Ⅷ　税金  法人税、住民税

 （注） 個人立の病院については集計していない。

Ⅸ　税引後の総損益差額 （Ⅶ－Ⅷ）
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（２） 一般診療所

Ⅰ　医業収益

　　１．入院診療収益  入院患者の医療に係る収益(医療保険、公費負担医療、公害医療、労災保険、自賠責、自費診療収益等)

　　２．外来診療収益  外来患者の医療に係る収益(医療保険、公費負担医療、公害医療、労災保険、自賠責、自費診療収益等)

　　３．その他の医業収益  ・学校医・産業医・当番医の手当、健康診断、各種検診、文書料等の収益

 ・その他（受取利息、配当金、補助金等）

Ⅱ　介護収益

　　１．施設サービス収益  施設サービスに係る収益

　　２．居宅サービス収益  居宅サービスに係る収益（短期入所療養介護を含む）

　　３．その他の介護収益  前記の科目に属さない介護収益

Ⅲ　医業・介護費用

　　１．給与費  職員の給料、賞与、退職金（退職給付引当金制度がある場合は退職給付引当金繰入額、退職給付引当金制度が

 ない場合は退職金支払額）、法定福利費

 （注） 個人立の一般診療所においては、開設者の報酬に相当する部分は含まれていない。

　　２．医薬品費  費消した医薬品の購入額

　　３．材料費  費消した診療材料、医療消耗器具備品等の購入額

　　４．給食用材料費  費消した給食用材料費の購入額

　　５．委託費  検査、患者用給食、医療用廃棄物、医療事務等の委託費

　　６．減価償却費  建物、建物附属設備、医療機器、車両船舶等の減価償却費

　　７．その他の医業・介護費用  ・経費（福利厚生費、消耗品費、光熱水費、賃借料、事業税、固定資産税等）

 ・その他（支払利息、雑費等）

Ⅳ　損益差額 （Ⅰ＋Ⅱ－Ⅲ）

 （注） 個人立の一般診療所の損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物

 　　の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。

Ⅴ　税金  法人税、住民税

 （注） 個人立の一般診療所については集計していない。

Ⅵ　税引後の総損益差額  （Ⅳ－Ⅴ）
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（３） 歯科診療所

Ⅰ　医業収益

　　１．保険診療収益  入院患者・外来患者の医療に係る収益（医療保険、公費負担医療）

　　２．労災等診療収益  入院患者・外来患者の医療に係る収益（労災保険、自賠責等）

　　３．その他の診療収益  自費診療収益等

　　４．その他の医業収益  ・学校医・産業医・当番医の手当、健康診断、各種検診、文書料等の収益

 ・その他（受取利息、配当金、補助金等）

Ⅱ　介護収益

　　１．居宅サービス収益  居宅サービスに係る収益

　　２．その他の介護収益  前記の科目に属さない介護収益

Ⅲ　医業・介護費用

　　１．給与費  職員の給料、賞与、退職金（退職給付引当金制度がある場合は退職給付引当金繰入額、退職給付引当金制度が

 ない場合は退職金支払額）、法定福利費

 （注） 個人立の歯科診療所においては、開設者の報酬に相当する部分は含まれていない。

　　２．医薬品費  費消した医薬品の購入額

　　３．歯科材料費  費消した歯科材料、診療材料、医療消耗器具備品等の額

　　４．委託費  歯科技工、医療用廃棄物、医療事務等の委託費

　　５．減価償却費  建物、建物附属設備、医療機器、車両船舶等の減価償却費

　　６．その他の医業費用  ・経費（福利厚生費、消耗品費、光熱水費、賃借料、事業税、固定資産税等）

 ・その他（支払利息、雑費等）

Ⅳ　損益差額  （Ⅰ＋Ⅱ－Ⅲ）

 （注） 個人立の歯科診療所の損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物

 　　の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。

Ⅴ　税金  法人税、住民税

 （注） 個人立の歯科診療所については集計していない。

Ⅵ　税引後の総損益差額 （Ⅳ－Ⅴ）
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（４） 保険薬局

Ⅰ　収益

　　１．保険調剤収益  調剤に係る収益（医療保険、公費負担医療）

　　２．公害等調剤収益  調剤に係る収益（公害医療、労災保険、自賠責等）

　　３．その他の薬局事業収益  ・自費診療による調剤収益

 ・一般用医薬品、化粧品等の販売収益

 ・受取利息、配当金等

Ⅱ　介護収益

　　１．居宅サービス収益  居宅サービスに係る収益

　　２．その他の介護収益  前記の科目に属さない介護収益

Ⅲ　費用

　　１．給与費  職員の給料、賞与、退職金（退職給付引当金制度がある場合は退職給付引当金繰入額、退職給付引当金制度が

 ない場合は退職金支払額）、法定福利費

 （注） 個人立の保険薬局においては、開設者の報酬に相当する部分は含まれていない。

　　２．医薬品等費  費消した調剤用医薬品、一般用医薬品、その他品目（化粧品等）の額

　　３．委託費  医療事務等の委託費

　　４．減価償却費  建物、建物附属設備、調剤用機器、車両船舶等の減価償却費

　　５．その他の経費  ・経費（福利厚生費、消耗品費、光熱水費、賃借料、事業税、固定資産税等）

 ・広告宣伝費

 ・その他（支払利息、雑費等）

Ⅳ　損益差額  （Ⅰ＋Ⅱ－Ⅲ）

 （注） 個人立の保険薬局の損益差額からは、開設者の報酬となる部分以外に、建物、設備について現存物

 　　の価値以上の改善を行うための内部資金に充てられることが考えられる。

Ⅴ　税金  法人税、住民税

 （注） 個人立の保険薬局については集計していない。

Ⅵ　税引後の総損益差額 （Ⅳ－Ⅴ）
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５． 集計区分について

病　院

一般診療所

歯科診療所

保険薬局

集計２

区　分
医業・介護収益に占める介護収益の割合が 調査に回答した全ての医療機関等の集計

２％未満の医療機関等の集計 （有効回答施設の集計）

集計１
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